
令和３年高島市教育委員会 
第 ２ 回 定 例 会 議 事 日 程 

 

日 時  令和３年２月１７日（水） 

午後１時３０分 

                場 所  高島市役所 新館２階 教育委員会室 

 

１．教育長あいさつ 

 

 

２．令和３年第１回定例会会議録の承認 

 

 

３．会議録署名委員の指名 

 

 

４．議事 

日程第１ 議第１２号 高島市図書館協議会委員の任命について 

                                 

日程第２ 議第１３号 高島市会計年度任用職員の報酬、期末手当および費用 

弁償に関する条例の一部を改正する条例案に対する意 

見の申出について             

                                

日程第３ 議第１４号 令和３年度高島市一般会計予算案に対する意見の申出 

           について                 

 

 

５．報告事項 

  報告第２号 図書館情報システムサーバ点検に伴う今津図書館の臨時休館につ 
いて 

 

 

６．今後の日程 
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議第１２号 

高島市図書館協議会委員の任命について 

上記の議案を提出する。 

  令和３年２月１７日 

高島市教育委員会       

教育長 上 原 重 治   

 

 

高島市図書館協議会委員の任命について 
 

図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第１５条および高島市立図書館の

設置および管理に関する条例（平成１７年高島市条例第１２１号）第３条第

２項の規定に基づき、下記のとおり高島市図書館協議会委員に任命すること

につき、議決を求める。 
 

記 

 

 氏 名 所 属 等 新任・再任の別 

1 國
くに

松
まつ

 完二
か ん じ

 前滋賀県立図書館長 新 任 

2 平松
ひらまつ

 成美
し げ み

 
ＮＰＯ法人絵本による街づく

りの会代表 
再 任 

3 桂田
かつらだ

 孝
たか

司
し

 地域利用者代表 再 任 

4 吉川
よしかわ

 宏
ひろし

 
元小学校長 

元公民館長 
新 任 

5 井上
いのうえ

 恵美
え み

 
ブックスタートサポーター 

おはなしボランティア 
再 任 

6 山本
やまもと

 恵子
けいこ

 

障害者サービスボランティア

ブックスタートサポーター 

元小学校長 

再 任 



7 桑原
くわはら

 栄子
え い こ

 

ブックスタートサポーター 

おはなしボランティア 

保育士 

再 任 

8 嶋﨑
しまざき

 ひな子
こ

 保育士 再 任 

9 福原
ふくはら

 博美
ひ ろ み

 元小学校長 再 任 

10 山本
やまもと

 永子
ながこ

 学校図書館ボランティア 再 任 

11 山本
やまもと

 富美子
ふ み こ

 元高等学校司書教諭 再 任 

12 田川
た が わ

 美智恵
み ち え

 中学校教諭（マキノ） 再 任 

13 梅村
うめむら

 陽子
よ う こ

 小学校教諭（今津東） 再 任 

任期：令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで 



報告第２号  

図書館情報システムサーバ点検に伴う今津図書館の臨時休館について 

 

 高島市立図書館の管理運営に関する規則（平成１９年高島市教育委員会規則第

３号）第４条の規定に基づき、高島市立図書館を別紙のとおり臨時休館とするこ

ととしたので報告する。 

  令和３年２月１７日 

                      高島市教育委員会 

                       教育長 上 原 重 治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   図書館情報システムサーバ点検に伴う今津図書館の臨時休館について 

 

１ 臨時休館を行う館および臨時休館日 

今津図書館 令和３年５月２５日（火） 

 

２ 休館理由 

  図書館のコンピュータ情報システムは、クラウド方式を採っており、契約業

者のデータセンターにおいてサーバを管理している。このため、サーバを点検

する際に、終日コンピュータシステムを停止する必要があり、開館することが

できないことから休館とする。 

 

３ 根拠規則 

高島市立図書館の管理運営に関する規則（抜粋） 

  第４条（開館時間の変更等） 

  蔵書点検その他館長が必要と認めるときは、高島市教育委員会の承認を

得て、開館時間もしくは休館日を変更し、または臨時に開館もしくは休館

することができる。 

 

４ 利用者への周知の方法 

市広報紙やホームページ、防災無線、館内ポスター、チラシ等の掲示 

 
５ その他 
  今津図書館以外の館（マキノ図書館、新旭図書室、安曇川図書館、朽木図書

サロン、高島図書室）については通常の休館日であることから、今津図書館の

み臨時休館となる。 
 
 


